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表紙

日　　時

令和５年６月23日（金曜日）
開　　会　　午前10時

（受付開始　　午前 ９ 時）

場　　所

北九州市八幡西区築地町１番１号
当社　本社会議室
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株主総会会場ご案内図
　
決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役10名選任の件
第３号議案　補欠監査役１名選任の件

　

第76回 定時株主総会
招集ご通知

＜株主総会資料の電子提供制度への対応について＞
　会社法の改正に伴い、株主総会資料の電子
提供制度が令和４年９月１日に施行されまし
たが、本総会においては電子提供制度が適用
される初年度であることを考慮し、書面交付
請求の有無にかかわらず従来どおり招集ご通
知を株主の皆様へお送りしております。本招
集ご通知は、書面交付請求に基づき交付され
る書面に記載すべきすべての事項を含んでお
ります。

＜お土産について＞
　株主の皆様全員の公平性への配慮から、本
総会ご出席の株主様へのお土産の配布はござ
いません。何卒ご理解賜りますようお願い申
しあげます。

　

証券コード 1966
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招集ご通知

証券コード　1966
（発信日）令和５年６月 ７日

（電子提供措置の開始日）令和５年５月31日
株　主　各　位

北 九 州 市 八 幡 西 区 築 地 町 １ 番 １ 号

代表取締役
社　　　長 髙　田　寿一郎

第76回　定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第76回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て、電子提供措置をとっておりますので、インターネット上の以下のウェブサイトにアクセスの
うえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト
https://www.takada.co.jp/ir/library/stockholders-meeting/

　また、上記のほか、インターネット上の以下のウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所（東証）ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、当社名（高田工業所）又は証券コード
（1966）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、「縦覧書
類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日のご出席に代えて、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、４頁から６
頁までのご案内に従って、令和５年６月22日（木曜日）午後５時15分までに入力完了又は到
着するよう議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

－ 1 －
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招集ご通知

１．日 時 令和５年６月23日（金曜日）午前10時
２．場 所 北九州市八幡西区築地町１番１号

当社　本社会議室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください）

３．会議の目的事項
報 告 事 項 １. 第76期（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

事業報告及び計算書類の内容報告の件
２. 第76期（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役10名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

記

４.　招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
⑴ 交付書面から一部記載を省略している事項について

　当社は法令並びに当社定款第20条の規定に基づき、次に掲げる事項につきましては、
書面交付請求をいただいた株主様へご送付している書面には記載しておりません。（なお、
本招集ご通知の添付書類にも記載しておりません）

①計算書類の株主資本等変動計算書
②計算書類の個別注記表
③連結計算書類の連結株主資本等変動計算書
④連結計算書類の連結注記表

　したがって、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、会計監査人が
会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類及び連結計算書類の一部であり、ま
た、監査役及び監査役会が監査報告を作成するに際して監査をした計算書類及び連結計算
書類の一部であります。
⑵ 議決権の賛否の意思表示について

　議決権行使書面において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示が
あったものとして取扱わせていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権
を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとし、インターネット及び
書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネ
ットによる議決権行使を有効なものとして取扱わせていただきます。
⑶ 代理人による議決権行使について

　代理人が株主総会にご出席される場合、当社定款第22条の規定に基づき、代理人は議
決権を有する他の株主様１名とさせていただきます。なお、その際は、代理権を証明する
書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

以　上
－ 2 －
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招集ご通知

（お願い）
●当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます

ようお願い申しあげます。
●当日は、クールビズ（軽装）にて実施させていただきますので、株主の皆様におかれまして

も、軽装にてご出席くださいますようお願い申しあげます。
●新型コロナウイルス感染症拡大の状況や政府からの要請内容等により、運営に大きな変更が

生じる場合は、本招集ご通知１頁に記載の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにてお知
らせいたしますので、当日ご出席予定の株主様は、本総会前にあらかじめご確認くださいま
すようお願い申しあげます。

●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正前の事項及び修正後の事項を本招集ご通知１
頁に記載の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにて掲載させていただきますので、あら
かじめご了承くださいますようお願い申しあげます。

－ 3 －
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議決権の行使方法

株主総会へのご出席 インターネット行使 ご郵送

同封の議決権行使書用紙をご
持参いただき、

会場受付にご提出
ください。
議事資料として、本招集ご通
知をご持参くださいますよう
お願い申しあげます。

次頁の案内に従って、

議案の賛否をご入力
ください。

同封の議決権行使書用紙に

各議案に対する賛否
をご表示
いただき、ご返送くださいま
すようお願い申しあげます。

株主総会開催日時
令和５年６月23日
(金曜日)
午前10時

行使期限
令和５年６月22日
(木曜日)
午後５時15分
入力完了分まで

行使期限
令和５年６月22日
(木曜日)
午後５時15分
到着分まで

議決権の行使方法
　議決権の行使方法は、以下の方法がございます。
　株主総会参考書類をご参照のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

－ 4 －
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議決権の行使方法

行使
期限

令和５年６月22日(木曜日)
午後５時15分入力完了分まで

インターネット等による議決権行使のご案内

　

QRコードを読み取る方法
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

2

議決権行使書用紙に記載のQR
コードを読み取ってください。

1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの
登録商標です。

※議決権行使書用紙はイメージです。

－ 5 －
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議決権の行使方法

ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

インターネット及び書面（郵送）により重複して議決権行使をされた場合は、到着日時を問わず、インターネットによる
議決権行使を有効な議決権行使として取扱わせていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされ
た場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
なお、パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できな
い場合があります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合せ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）

以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

4

議決権行使ウェブサイトにアクセ
スしてください。

1

新しいパスワードを登録する。3 「新しいパスワー
ド」を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「ログインID・仮パスワード」を
入力しクリックしてください。

2 「ログインID・仮
パスワード」を
入力
「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

－ 6 －
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剰余金処分議案

株 式 の 種 類 １ 株 当 た り 金 額 総 額

普 通 株 式 10円00銭 63,285,120円

優 先 株 式 ( Ｂ 種 株 式 )  ９円19銭２厘 13,788,000円

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
　期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開並びに財務状況等を
総合的に勘案し、普通株式１株当たりの配当金として、10円の配当といたしたいと存
じます。

なお、優先株式につきましては、発行要領の定めに従い１株当たりの配当金として
９円19銭２厘の配当といたしたいと存じます。

（１）配当財産の種類
金銭といたします。

（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

（３）剰余金の配当が効力を生じる日
令和５年６月26日

－ 7 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名 生 年 月 日 当社における地位
取締役会への

出席回数
（出席率）

１
たか

髙
 

　
だ

田
 

　
じゅ

寿
いち

一
ろう

郎 再任
　

昭和36年６月16日生 代表取締役社長 18回／18回 (100％)

２
は

長
せ

谷
がわ

川
 

　
けい

啓
 

　
じ

司 再任
　

昭和35年11月５日生 代表取締役
兼専務執行役員 18回／18回 (100％)

３
た

田
 

 
 

 
どころ

所
 

　
 

　
 

 
ひろし

弘 再任
　

昭和35年９月15日生 取締役
兼常務執行役員 18回／18回 (100％)

４
まる

丸
 

　
やま

山
 

　
 

　
 

 
 

 
ひろし

裕 再任
　

昭和36年８月28日生 取締役
兼執行役員 18回／18回 (100％)

５
いわ

岩
 

　
もと

本
 

　
けん

健
た

太
ろう

郎 再任
　

昭和35年８月27日生 取締役
兼執行役員 14回／14回 (100％)

６
なか

仲
 

　
むら

村
 

　
きみ

公
 

　
たか

孝 再任
　

昭和35年６月27日生 取締役
兼執行役員 13回／14回 ( 93％)

７
あら

荒　
い

井　
たけ

岳　
ひこ

彦 新任
　

昭和38年１月19日生 執行役員 －

８
いな

稲
 

　
ば

葉
 

　
かず

和
 

　
ひこ

彦
再任
社外
独立

　

昭和35年５月６日生 取締役 18回／18回 (100％)

９
とり

鳥
 

　
い

居
 

 
 

 
りょう

玲
 

 
 

 
こ

子
（戸籍上の氏名：永 原 玲 子）

再任
社外
独立

　

昭和50年４月28日生 取締役 18回／18回 (100％)

10
さか

坂　
もと

本　 　 
つよし

剛
新任
社外
独立

　

昭和41年11月14日生 － －

第２号議案 取締役10名選任の件
取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、

社外取締役３名を含む取締役10名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

（注）１．当期に開催された取締役会への出席回数を記載しております。
２．取締役候補者 岩本 健太郎氏及び仲村 公孝氏の取締役会への出席回数は、令和４年６月2４日

開催の第75回定時株主総会において取締役に新たに就任して以降の回数であります。

－ 8 －
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取締役選任議案

候補者
番　号 １

たか

髙
 

　
だ

田
 

　
じゅ

寿
いち

一
ろう

郎
（昭和36年６月16日生）

再任

指名・報酬諮問委員会委員長
　

所有する当社の普通株式数
62,300株

【略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況】
昭和    62年    1 月 千代田化工建設㈱入社
平成    2 年    6 月 当社入社　統括本部受注管理部長
平成    3 年    6 月 当社取締役黒崎事業所長
平成    6 年    6 月 当社常務取締役経理部長
平成    7 年    6 月 当社代表取締役副社長
平成    13年    4 月 当社代表取締役社長（現任）

　

平成    15年    11月 西日本興産㈱代表取締役社長（現任）
令和    3 年    6 月 一般社団法人日本メンテナンス工業会

代表理事会長（現任）
　
（重要な兼職の状況）

西日本興産㈱代表取締役社長
一般社団法人日本メンテナンス工業会代表理事会長

　
【取締役候補者とした理由】

同氏は、代表取締役副社長を経て平成13年４月より代表取締役社長に就任しており、経営者としての
豊富な経験と知見等に基づき、取締役候補者としております。

候補者
番　号 ２

は

長
せ

谷
がわ

川
 

　
けい

啓
 

　
じ

司
（昭和35年11月５日生）

再任
　

所有する当社の普通株式数
10,300株

【略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況】
昭和    59年    4 月 当社入社
平成    15年    4 月 当社業務本部シンガポール支店長
平成    19年    10月 当社事業統括部長
平成    22年    4 月 当社人事部所属

シンガポール・タカダ・インダストリーズ・
プライベート・リミテッド出向休職
※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・
　プライベート・リミテッド社長

平成    25年    4 月 当社プラント事業本部八幡支社副支社長
平成    26年    6 月 当社執行役員事業統括本部

プラント事業本部八幡支社長

平成    27年    4 月 当社執行役員プラント事業本部八幡支社長
平成    29年    6 月 当社取締役兼執行役員営業本部長
令和    元年    6 月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長
令和    4 年    6 月 タカダ・コーポレーション・アジア・

リミテッド社長（現任）
令和    4 年    6 月 当社代表取締役兼専務執行役員（現任）
（担当）

経営企画部・安全衛生管理部・品質保証部担当
（重要な兼職の状況）

タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド社長　
【取締役候補者とした理由】

同氏は、海外子会社の社長、営業本部長及び支社長並びに経営企画部・安全衛生管理部・品質保証部の
担当等を含む経営者としての豊富な経験と知見等に基づき、取締役候補者としております。

－ 9 －
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候補者
番　号 ３

た

田　
どころ

所 　　　
ひろし

弘
（昭和35年９月15日生）

再任
　

所有する当社の普通株式数
12,600株

【略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況】
昭和    59年    4 月 当社入社
平成    15年    4 月 当社業務本部営業企画部長
平成    16年    3 月 当社営業本部東京支店管理部長
平成    16年    4 月 当社事業統括本部事業統括部長
平成    18年    4 月 当社執行役員事業統括本部事業統括部長
平成    19年    10月 当社執行役員経営企画部長
平成    25年    6 月 当社執行役員、

高田プラント建設㈱代表取締役社長
　

平成    28年    6 月 当社執行役員財務部長
令和    元年    6 月 高田サービス㈱代表取締役社長（現任）
令和    元年    6 月 当社取締役兼執行役員財務部長
令和    3 年    4 月 当社取締役兼執行役員
令和    4 年    6 月 当社取締役兼常務執行役員（現任）
（担当）

コンプライアンス推進室・総務部・人事部・財務部 ・
情報システム部・デジタル改革推進部担当

（重要な兼職の状況）
高田サービス㈱代表取締役社長

　
【取締役候補者とした理由】

同氏は、国内子会社の社長、営業企画部長及び経営企画部長並びにコンプライアンス推進室・総務部・
人事部・財務部・情報システム部・デジタル改革推進部の担当等を含む経営者としての豊富な経験と知
見等に基づき、取締役候補者としております。

候補者
番　号 ４

まる

丸　
やま

山　　　
ひろし

裕
（昭和36年８月28日生）

再任
　

所有する当社の普通株式数
4,300株

【略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況】
昭和    60年    4 月 当社入社
平成    22年    1 月 当社本社工場次長
平成    24年    10月 当社プラント事業本部黒崎事業所次長
平成    27年    6 月 当社プラント事業本部水島事業所長、

坂出事業所長　

平成    28年    1 月 当社プラント事業本部中四国支社長
平成    29年    6 月 当社執行役員第一事業本部八幡支社長
平成    30年    10月 当社執行役員プラント事業本部八幡支社長
令和    3 年    6 月 当社取締役兼執行役員

プラント事業本部長（現任）　
【取締役候補者とした理由】

同氏は、プラント事業本部長、支社長及び事業所長を含む経営者としての豊富な経験と知識等に基づ
き、取締役候補者としております。
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候補者
番　号 ５

いわ

岩
 

　
もと

本
 

　
けん

健
た

太
ろう

郎
（昭和35年８月27日生）

再任
　

所有する当社の普通株式数
6,600株

【略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況】
昭和    58年    4 月 当社入社
平成    17年    4 月 当社事業統括本部営業本部東京支店

東京営業一部次長
平成    20年    10月 当社営業本部大阪支店長
平成    22年    7 月 当社営業本部東京支店東京営業一部長
平成    22年    12月 当社営業本部東京支店東京営業部長
平成    23年    4 月 当社営業本部東京支店長
平成    25年    4 月 当社営業本部東京支店東京営業一部長
平成    25年    9 月 当社事業統括本部営業本部東京支店

東京営業一部長　

平成    26年    10月 当社経営企画部長
平成    27年    6 月 当社執行役員経営企画部長
平成    28年    4 月 当社執行役員

プラント事業本部本社工場長
平成    29年    6 月 当社執行役員第二事業本部本社工場長
平成    30年    10月 当社執行役員

プラント事業本部本社工場長
令和    4 年    6 月 当社取締役兼執行役員営業本部長
令和    5 年    4 月 当社取締役兼執行役員営業本部長、

東京支店長（現任）　
【取締役候補者とした理由】

同氏は、営業本部長、経営企画部長、工場長及び支店長を含む経営者としての豊富な経験と知見等に基
づき、取締役候補者としております。

候補者
番　号 ６

なか

仲
 

　
むら

村
 

　
きみ

公
 

　
たか

孝
（昭和35年6月27日生）

再任
　

所有する当社の普通株式数
4,600株

【略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況】
昭和    61年    4 月 当社入社
平成    20年    6 月 当社新規事業部次長
平成    21年    7 月 当社新規事業部長
平成    22年    12月 当社技術本部技術企画部長
平成    27年    7 月 当社技術本部企画開発部長
平成    30年    6 月 当社執行役員技術本部副本部長、

同本部企画開発部長　

令和    4 年    6 月 当社取締役兼執行役員技術本部長、
原子力事業部長

令和    4 年    7 月 当社取締役兼執行役員技術本部長
令和    5 年    4 月 当社取締役兼執行役員（現任）
（担当）
技術統括部・設計技術センター・診断ソリューション部・
電気計装部・エレクトロニクス部・原子力事業部・装置
事業部担当

　
【取締役候補者とした理由】

同氏は、技術本部本部長、新規事業部長、技術企画部長及び企画開発部長並びに技術統括部・設計技術
センター・診断ソリューション部・電気計装部・エレクトロニクス部・原子力事業部・装置事業部担当
等を含む経営者としての豊富な経験と知見等に基づき、取締役候補者としております。

－ 11 －
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候補者
番　号 ７

あら

荒　
い

井　
たけ

岳　
ひこ

彦
（昭和38年１月19日生）

新任
　

所有する当社の普通株式数
1,415株

【略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況】
昭和    61年    4 月 当社入社
平成    18年    6 月 当社技術本部エンジニアリング部次長
平成    22年    4 月 当社第二事業本部坂出事業所長
平成    24年    7 月 当社プラント事業本部大阪事業所長
平成    26年    1 月 当社事業統括本部プラント事業本部

君津支社副支社長　

平成    26年    4 月 当社事業統括本部プラント事業本部
君津支社長

平成    29年    4 月 技術本部エンジニアリング部長
令和    4 年    6 月 当社執行役員プラント事業本部本社工場長
令和    5 年    4 月 当社執行役員ＥＰＣ本部長（現任）　

【取締役候補者とした理由】
同氏は、執行役員、ＥＰＣ本部長、支社長、事業所長、工場長及びエンジニアリング部長として当社の
ＥＰＣ及び主要拠点の責任者等を務め、その職責を適切に果たしており、その豊富な経験と知見等に基
づき、取締役候補者としております。

候補者
番　号 ８

いな

稲
 

　
ば

葉
 

　
かず

和
 

　
ひこ

彦
（昭和35年５月６日生）

再任 社外 独立

指名・報酬諮問委員会委員
　

所有する当社の普通株式数
2,800株

【略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況】
昭和    59年    4 月 ㈱三井ハイテック入社
平成    12年    8 月 ㈱ゼンリン入社
平成    17年    6 月 同社取締役
平成    26年    6 月 同社監査役
平成    28年    6 月 同社取締役・監査等委員
令和    元年    9 月 ㈱カドス・コーポレーション社外監査役　

令和    2 年    6 月 当社社外取締役（現任）
令和    2 年    10月 ㈱カドス・コーポレーション社外取締役

（現任）
（重要な兼職の状況）

㈱カドス・コーポレーション社外取締役　

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
同氏は、上場会社における取締役等としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社のコーポレ
ート・ガバナンス体制の強化に貢献しており、引続き社外取締役候補者としております。また、同氏が
選任された場合は、企業経営の観点から当社の経営方針・経営戦略について、自らの知見に基づいて独
立した立場で助言等を行うこと、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことを期待しておりま
す。
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候補者
番　号 ９

とり

鳥
 

　
い

居
 

　
りょう

玲
 

　
こ

子
（昭和50年４月28日生）
（戸籍上の氏名：永 原 玲 子）

再任 社外 独立

指名・報酬諮問委員会委員
　

所有する当社の普通株式数
0株

【略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況】
平成    13年    10月 大阪弁護士会に弁護士登録、

ひまわり総合法律事務所入所
平成    16年    11月 福岡県弁護士会に登録替え、

近江法律事務所入所（現在に至る）　

令和    3 年    6 月 当社社外取締役（現任）
令和    4 年    8 月 室町ケミカル㈱社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）

近江法律事務所　弁護士、室町ケミカル㈱社外取締役
　

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、企業法務を
中心に扱う法律事務所に所属し、弁護士としての豊富な経験及び専門知識を有しており、客観的かつ独
立した立場に立ち、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献できると判断したため、社外取
締役候補者としております。また、同氏が選任された場合は、法的観点から当社の経営方針・経営戦略
について、自らの知見に基づいて独立した立場で助言等を行うこと、取締役の職務執行に対する監督、
助言等を行うことを期待しております。

候補者
番　号 10

さか

坂　
もと

本　　　
つよし

剛
（昭和41年11月14日生）

新任 社外 独立

指名・報酬諮問委員会委員
　

所有する当社の普通株式数
0株

【略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況】
平成    元年    4 月 ㈱リコー入社
平成    3 年    3 月 ローム㈱入社
平成    7 年    7 月 日本実務普及振興会入社
平成    8 年    7 月 ㈱イー・フード入社
平成    9 年    9 月 九州製鏡㈱入社
平成    16年    1 月 国立大学法人九州大学客員助教授
平成    16年    4 月 同大学特任准教授
平成    22年    4 月 ㈱産学連携機構九州代表取締役
平成    26年    7 月 同社顧問

　

平成    27年    4 月 QBキャピタル合同会社代表社員（現任）
平成    28年    5 月 ㈱エディア社外取締役（現任）
平成    31年    4 月 学校法人先端教育機構事業構想大学院

大学特任准教授（現任）
（重要な兼職の状況）

QBキャピタル合同会社代表社員、
㈱エディア社外取締役、
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学特任准教授　

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
同氏は、産学連携企業等の経営者としての豊富な経験及び専門知識を有しており、客観的かつ独立した
立場に立ち、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献できると判断したため、社外取締役候
補者としております。また、同氏が選任された場合は、企業経営の観点から当社の経営方針・経営戦略
について、自らの知見に基づいて独立した立場で助言等を行うこと、取締役の職務執行に対する監督、
助言等を行うことを期待しております。

（注）１．各取締役候補者と当社との間の特別の利害関係について
⑴　取締役候補者 髙田 寿一郎氏は、当社の主要株主である西日本興産株式会社の代表取締役

社長であります。
⑵　上記以外に各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．取締役候補者 稲葉 和彦氏、鳥居 玲子氏及び坂本 剛氏は、社外取締役候補者であります。

－ 13 －
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取締役選任議案

３．取締役候補者 稲葉 和彦氏及び鳥居 玲子氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準に照ら
し、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断しておりま
す。

　また、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要
件を満たしており、当社は各氏を独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。本議案
が原案どおり承認可決され、各氏が社外取締役に再任された場合、引続き独立役員として届け出
る予定であります。

４．取締役候補者 坂本 剛氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利
益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断しております。

　また、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要
件を満たしており、本議案が原案どおり承認可決され、同氏が社外取締役に就任された場合、当
社は同氏を独立役員として指定し、各取引所に届け出る予定であります。

５．取締役候補者 稲葉 和彦氏及び鳥居 玲子氏は、現在当社の社外取締役でありますが、取締役と
しての在任期間は、本総会終結の時をもって稲葉 和彦氏が３年、鳥居 玲子氏が２年となりま
す。

６．当社は、取締役候補者 稲葉 和彦氏及び鳥居 玲子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に
基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく
損害賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。本総会において、各氏の再任
が承認された場合、当社は各氏との間で当該契約を継続する予定であります。

７．本議案が原案どおり承認可決され、取締役候補者 坂本 剛氏が社外取締役に就任された場合、
当社は同氏との間で、会社法第427条の１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責
任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、法令が規定する最低責任限度額を予定しております。

８．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知37頁に記載のとおりであります。
本議案が原案どおり承認可決され、各取締役候補者が取締役に就任された場合、各取締役候補者
は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
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氏　名
企業経営

・
経営戦略

財務
・

会計

法務
・

コンプラ
イアンス

海外事業
技術
・

R&D

人事
・

労務
・

人材開発

生産 営業戦略
ICT
・

情報技術

髙田　寿一郎 ● ● ● ● ● ●

長谷川　啓司 ● ● ● ●

田所　弘 ● ● ● ● ● ●

丸山　裕 ● ●

岩本　健太郎 ● ● ●

仲村　公孝 ● ●

荒井　岳彦 ● ● ●

稲葉　和彦 ● ●

鳥居　玲子 ●

坂本　剛 ● ●

＜ご参考＞　取締役（候補者）のスキルマトリックス

※上記一覧表は、各取締役（候補者）の有するすべての知見・経験を表すものではなく、各取
締役（候補者）の経験等をふまえて、特に専門性を発揮することが期待される分野を記載
しております。

－ 15 －
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補欠監査役選任議案

かみ

神　
お

尾　
やす

康　
お

生
（昭和42年12月17日生）

社外 独立
　

所有する当社の普通株式数
8,500株

【略歴、地位及び重要な兼職の状況】
平成    6 年    10月 センチュリー監査法人

（現有限責任あずさ監査法人）入所
平成    10年    6 月 公認会計士登録
平成    25年    1 月 税理士法人神尾アンドパートナーズ入所
平成    25年    1 月 神尾康生公認会計事務所代表（現任）
平成    25年    5 月 税理士登録
平成    27年    8 月 税理士法人神尾アンドパートナーズ

代表社員（現任）　

令和    元年    5 月 ㈱きょくとう社外監査役（現任）
令和    2 年    6 月 ㈱ウチヤマホールディングス

社外取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）
神尾康生公認会計事務所代表
税理士法人神尾アンドパートナーズ代表社員
㈱きょくとう社外監査役
㈱ウチヤマホールディングス社外取締役（監査等委員）　

【補欠の社外監査役候補者とした理由】
同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、公認会計士
及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その専門的な経験及び知識を
当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断したため、補欠監査役候補者としております。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件
　令和４年６月24日開催の第75回定時株主総会において、補欠監査役に選任された神尾 康生
氏の選任の効力は、本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役の員数
を欠くことになる場合に備え、会社法の規定に基づき、補欠監査役１名（社外監査役）の選任
をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 補欠監査役候補者 神尾 康生氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 同氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．同氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそ

れがなく、十分な独立性を有していると判断しております。
また、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の
要件を満たしており、本議案が原案どおり承認可決され、また、同氏が社外監査役に就任され
た場合、当社は同氏を独立役員として指定し、各取引所に届け出る予定であります。

４. 本議案が原案どおり承認可決され、また、同氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏と
の間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が規定す
る最低責任限度額を予定しております。

５. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知37頁に記載のとおりでありま
す。本議案が原案どおり承認可決され、また、同氏が社外監査役に就任された場合、同氏は当
該保険契約の被保険者に含められることとなります。

－ 16 －
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補欠監査役選任議案

＜ご参考＞　社外役員の独立性判断基準

当社は、社外役員の選定において当該社外役員候補者が株式会社東京証券取引所及び証券会
員制法人福岡証券取引所が定める独立性判断基準に加え、以下の各号に定める要件のいずれに
も該当しない場合、独立性を有するものと判断いたします。

⑴　当社及び子会社の連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
⑵　当社及び子会社が連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
⑶　当社及び子会社の連結総資産の２％以上を占める借入先の業務執行者
⑷　出資比率10％以上の当社及び子会社の主要株主及び出資先の業務執行者
⑸　当社及び子会社から年間10百万円以上の報酬を得ているコンサルタント、会計専門

家、法律専門家
⑹　当社及び子会社から年間10百万円以上の寄付又は助成を受けている者又は組織の業務

執行者
⑺　直前３事業年度のいずれかにおいて、上記⑴から⑹に該当する者
⑻　当社及び子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族（以下、「近親者」という。）
⑼　直前３事業年度のいずれかにおいて、上記⑴から⑹に該当する者の近親者

（注）１．社外役員とは、会社法第２条第15号に規定する社外取締役、第16号に規定する社外監査役
をいいます。

２．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執
行取締役のみならず、法人等の業務を執行する役員・社員、また、使用人も含まれます。なお、監
査役は含まれません。

３．上記各号の要件のいずれかの事項に該当する場合であっても、当社が十分に独立性を有する
と考える者については、その理由を説明することを条件に、独立役員とすることができるもの
といたします。

以　上

－ 17 －
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事業の経過及び成果

( 令和４年４月 1 日から
令和５年３月31日まで )

（添付書類）
第 76 期 事 業 報 告

１. 会社の現況に関する事項
⑴ 事業の経過及び成果

当期におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症対策及び経済活動の両立を背景
に、緩やかな景気の持ち直しが継続いたしました。しかしながら、世界的な金融引き締め
やロシアによるウクライナ侵攻が継続する中、物価上昇や金融資本市場の変動等の影響が
懸念されるなど、依然として先行きは不透明な状況のもと推移いたしました。

当社の関連するプラント業界におきましては、人件費の上昇や原材料の価格高騰及び供
給制約等の要因があったものの、脱炭素化に向けた環境対応投資や化学プラントの定修工
事に加え、設備の老朽化に伴う更新投資等が堅調に推移し、設備投資動向は持ち直しの動
きが継続いたしました。

このような状況下、当社といたしましては、令和４年度から令和８年度までを実施期
間とする『第５次中期経営計画』の初年度として、成長に向けた組織活力の向上を図り
ながら、既存事業の維持・拡大並びに新しい事業領域への挑戦に取組んでまいりました。

当期における主要施策の進捗状況は、次のとおりであります。
＜主要施策の内容＞

○事業の重点施策
◇プラント事業

①プラント建設・保全
プラント建設・保全事業につきましては、『第５次中期経営計画』の主要

施策にも掲げるとおり、変革するプラント業界において、リーディングカン
パニーになるべく“設備技術産業の雄”を目指して挑戦を続けております。

特に近年の工事案件の大型化をはじめとする事業環境の変化及び人手不足
へ対応すべく、サプライチェーンの強化・拡大を図るため、「個人の力」・
「組織の力」を向上させるとともに、これらの力を最大限に発揮できる体制
づくり並びに人材育成を進めてまいりました。また、社内での工事情報の見
え る 化 ・ 共 有 化 を 図 り 、 Ｉ Ｃ Ｔ （Information and Communication 
Technology：情報通信技術）を活用した現場運営を進めることで収益機会
の獲得に取り組んでまいりました。

更に、プラント保全事業における競争力を強化すべく、診断ソリューショ
ン分野において主要なお客様との共同検証を進めるなど既存のお客様への深
耕と拡大を図ってまいりました。

－ 18 －
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事業の経過及び成果

②ＥＰＣ（Engineering Procurement Construction：設計・調達・施工）
ＥＰＣ事業につきましては、既存のお客様との深耕を図り、設計から調

達、施工に至るまで、一貫して遂行する体制を構築し、受注拡大に向けて取
り組むとともに、プロジェクト体制の見直しと調達機能の強化による対応力
の確保に努めてまいりました。

◇ 装置事業
装置事業につきましては、主にエレクトロニクス関連設備分野における半導体

製造向けの生産装置「超音波カッティング装置」・「枚葉式ウエハー洗浄装置」
を開発・製作しております。各装置はスマートフォン・ウェアラブル機器等のセ
ンサー、車載・エネルギー等のパワーデバイス、５Ｇ等の通信分野など、デジタ
ル化や省エネ・脱炭素化の進む成長市場への展開を図ってまいりました。

○財務・経営資源方針
◇ 投資・財務方針

投資・財務方針につきましては、キャッシュ・フロー管理を徹底していく中で、
事業継続のための維持・更新投資と成長戦略投資とのバランスを考慮しながら、
財務体質の強化と安定的かつ機動的な資金調達の実行と運用を図ってまいりまし
た。

なお、優先株式につきましては、当期において具体的な処理はありませんでした。

◇ 人材育成・確保の方針
人材育成につきましては、「一人ひとりが新しい仕事・やり方に挑戦し、レベ

ルアップし続ける人材づくり」を方針に掲げ、あらゆる階層の社員に対し能力開
発やキャリアアップの機会を提供しております。特に新入社員に対しては、約１
年間にわたり各職種の教育プログラムを現場実習やＯＪＴを交えながら行ってお
ります。実際の仕事を体験しながら自身の適性についてじっくりと考えることが
でき、人材の定着にもつながっております。

人材確保につきましては、日本国内の労働人口減少に伴い採用環境が厳しくな
る中、採用活動の強化を図ってまいりました。具体的な活動としては、当社ホーム
ページ内のリクルートサイトの充実及び活用により、優秀な人材の確保に努めて
まいりました。更には、国籍、性別、年齢等にかかわらない多様な人材の確保に
より、個々がいきいきと活躍できる組織への活性化を図ってまいりました。

更に、人を活かせる人事制度の実現を目指すとともに、多様な業務経験を積
み、キャリアの幅を拡げるため、当社グループ内での人材交流を促進してまいり
ました。

－ 19 －
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事業の経過及び成果

◇ ＩＣＴを活用したシステムの検討及び運用
ＩＣＴを活用したシステムの検討及び運用につきましては、ＩＣＴをイノベー

ションの手法の一つと捉え、外部専門家のアドバイスを受けながら、現場管理及
び業務の効率化に取組んでまいりました。

また、計画的なＩＣＴ投資やＩＴ人材の獲得・育成を行うことでＩＣＴ推進を
加速させ、現場管理及び業務の効率化を図り、生産性向上及び競争力強化につな
げてまいりました。

◇ その他
当社は、令和22年（2040年）に迎える創業100周年に向けて、新たな成長の

実現と社会に貢献できる魅力ある組織づくりを目指し、令和２年７月１日付で
「2040みらいプロジェクト」を立ち上げ、様々な活動を進めてまいりました。

更に、令和４年４月１日付で若手・中堅社員で構成する「組織活性化委員会」
を設置し、若手・中堅社員の自律性・主体性の育成を目指すとともに、組織活力
の向上を図り、新しいＴＡＫＡＤＡの成長に向けて挑戦を続けてまいりました。

このような諸施策を推進いたしました結果、売上面につきましては、化学プラントの定
修工事及びエレクトロニクス関連設備の建設工事が増加したこと等により、売上高は508
億２千６百万円(前期比89億７千４百万円増収、21.4％増)となりました。

また、損益面につきましては、売上高の増加等に伴い、営業利益は21億４千万円(前期
比８億４百万円増益、60.2％増)、経常利益は21億９千７百万円(前期比８億１千７百万
円増益、59.3％増)、当期純利益は13億９千８百万円(前期比６億３千５百万円増益、
83.3％増)となりました。

－ 20 －
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工事種別受注工事高及び完成工事高

区　　　分 前期末受注残高 受注工事高 完成工事高 当期末受注残高

製 鉄 プ ラ ン ト 1,051 (   4.6) 11,607 ( 25.5) 9,912 ( 19.5) 2,746 ( 15.6)

化 学 プ ラ ン ト 13,856 ( 60.2) 20,637 ( 45.4) 27,921 ( 54.9) 6,572 ( 37.2)

石油・天然ガスプラント 1,087 (   4.7) 1,262 (   2.8) 1,290 (   2.5) 1,058 (   6.0)

電 力 設 備 2,189 (   9.5) 1,156 (   2.6) 2,037 (   4.0) 1,307 (   7.4)

エレクトロニクス関連設備 4,035 ( 17.5) 8,550 ( 18.8) 7,154 ( 14.1) 5,431 ( 30.8)

社 会 イ ン フ ラ 設 備 272 (   1.2) 604 (   1.3) 803 (   1.6) 73 (   0.4)

そ の 他 534 (   2.3) 1,625 (   3.6) 1,706 (   3.4) 453 (   2.6)

合 計 23,025 (100.0) 45,445 (100.0) 50,826 (100.0) 17,643 (100.0)

建 設 18,860 (  81.9) 23,359 (  51.4) 27,918 (  54.9) 14,289 (  81.0)

保 全 4,165 (  18.1) 22,085 (  48.6) 22,907 (  45.1) 3,354 (  19.0)

25.5％

45.4％
2.8％
2.6％

18.8％

1.3％ 3.6％
受注工事高 454億４千５百万円

■ 製鉄プラント
■ 化学プラント
■ 石油・天然ガス
　 プラント
■ 電力設備
■ エレクトロニクス
　 関連設備
■ 社会インフラ設備
■ その他

1.6％ 3.4％

19.5％

54.9％

2.5％
4.0％
14.1％

完成工事高 508億２千６百万円

■ 製鉄プラント
■ 化学プラント
■ 石油・天然ガス
　 プラント
■ 電力設備
■ エレクトロニクス
　 関連設備
■ 社会インフラ設備
■ その他

工事種別受注工事高及び完成工事高
(単位：百万円)

(注)　(　)内の数値は構成比を示しております。(単位：％)
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設備投資の状況、資金調達の状況、財産及び損益の状況の推移

⑵ 設備投資の状況
当期は、４億８千４百万円の設備投資を実施し、その主なものは、次のとおりであります。
・本社情報システム部 基盤システム更新機器　購入
・中四国支社水島工場 アコーディオンハウス　設置
・中四国支社水島工場 業務用大型空調機　　　設置

⑶ 資金調達の状況
当期中には、社債及び新株式発行等による資金調達はありません。
なお、当期の所要資金は、自己資金より充当いたしました。

区 分 第73期
(令和２年３月期)

第74期
(令和３年３月期)

第75期
(令和４年３月期)

第76期
(令和５年３月期)

受 注 高（百万円） 47,518 39,413 51,014 45,445

売 上 高（百万円） 44,376 44,232 41,852 50,826

営 業 利 益（百万円） 1,891 2,113 1,336 2,140

経 常 利 益（百万円） 1,892 2,190 1,379 2,197

当 期 純 利 益（百万円） 1,194 1,197 762 1,398

純 資 産（百万円） 10,531 10,977 11,737 13,104

総 資 産（百万円） 26,072 28,499 29,326 35,401

１株当たり純資産 （円） 1,389.26 1,542.82 1,662.90 1,878.90

１株当たり当期純利益 （円） 185.75 187.06 118.36 218.77

自 己 資 本 比 率 （％） 40.4 38.5 40.0 37.0
自己資本利益率 （％） 11.5 11.1 6.7 11.3

⑷ 財産及び損益の状況の推移

（注）　１株当たり純資産は、期末発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）により、１株当たり
当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）により算出しております。
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設備投資の状況、資金調達の状況、財産及び損益の状況の推移
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対処すべき課題

⑸ 対処すべき課題
今後のわが国経済の見通しにつきましては、物価上昇や金融資本市場の変動等の影響が

懸念されるものの、ウイズコロナへと移行していく中、内需を中心に緩やかな景気の持ち
直しが期待されます。

当社の関連するプラント業界におきましては、お客様設備の生産性向上に向けた投資や
脱炭素関連設備等への環境対応投資に加え、建設・保全におけるＤＸ（Digital 
Transformation：デジタル技術による変革）の推進が期待されます。その一方で、引続
き人手不足や原材料価格の上昇等が継続することも予想されます。

このような状況下、当社は『第５次中期経営計画』の２年目として、基本方針・実行策
の指針に基づき、各施策の着実な実行を進めてまいります。

『第５次中期経営計画』の概要は、次のとおりであります。

今回の『第５次中期経営計画』は、これまでの基本方針『「成長する産業分野での拡
大」・「既存事業の維持・拡大」を軸に、付加価値・生産性の向上を図り、事業構造変革
を強力に推進する』を継承しながら、新たに「一人ひとりが新しい仕事・やり方に挑戦
し、レベルアップをすることで、現要員体制での生産・利益の拡大を目指す！」を付加い
たしました。

また、４つの「実行策の指針」に基づき、既存事業の強化・拡大、新規事業の加速を図
るとともに、成長に向けた組織活力の向上並びに持続可能な社会の実現への貢献を推進し
てまいります。

■実行策の指針
　Ⅰ．SDGs（持続可能な開発目標）への取組み
　Ⅱ．挑戦をリスペクトする組織への変革
　Ⅲ．“設備技術産業の雄”への挑戦
　Ⅳ．新しい事業領域への挑戦
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対処すべき課題

項　　目 具体的な実施策

Ⅰ．ＳＤＧｓへの取組み

①ＳＤＧｓへの取組み方針の
策定

持続的な企業価値向上と安定成長を達成するための
活動を実施

Ⅱ．挑戦をリスペクトする組織への変革

②人を活かす人事制度の実現 組織を活性化させる人事制度の抜本的見直し

③働き方改革の推進
『働き方改革推進プロジェクト』を活用した
全社一体となった活動の継続・強化

④新しい『2040みらいプロジェクト』
活動の始動

若手・中堅社員で構成する『組織活性化委員会』の
設置

Ⅲ．“設備技術産業の雄”への挑戦

⑤サプライチェーン強化・拡大
パートナー企業との持続可能な
サプライチェーンの構築

⑥ＩＣＴ推進による
生産性向上・競争力強化

『ＩＣＴ推進部』の機能拡充を図るため
『デジタル改革推進部』としてリ・スタート

⑦外部環境動向への対応
『企画会議』*の拡大・活性化
*各企画部門（経営・技術・営業）で、外部環境動向等の情報共有を実施

⑧グループ内人材交流の促進
国内・海外子会社も含めたグループ内人材交流の
促進

⑨プラント事業強化のための
新規事業の開発

外部とのＭ＆Ａ、アライアンスなどを通じた
新規事業開発の促進

Ⅳ．新しい事業領域への挑戦

⑩新規事業開発プロセスの強化
持続的な新規事業開発を担保するプロセス、
基準等の仕組みの明確化

⑪外部との連携による
　新規事業開発の加速

外部団体との連携による新規事業開発の
基盤づくりの実施

■第５次中期経営計画　施策一覧
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対処すべき課題

以上の『第５次中期経営計画』を着実に実行していくことにより、プラント事業におい
ては、営業体制及び運営体制の再構築並びに受注・商品戦略の強化を図り、基盤及び受注
拡大に向けて努めてまいります。また、装置事業においては、販売競争力の強化を図るた
め、既存のお客様へのサービス充実及び装置性能の向上に努めてまいります。

さらに、成長に向けた組織活力を向上させ、収益向上に努めるとともに、持続可能な社
会の実現に貢献してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申
しあげます。
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容

会 社 名 資 本 金 当社の持株比率
％ 主 要 な 事 業 内 容

シンガポール・タカダ・インダスト
リーズ・プライベート・リミテッド

950万
シンガポールドル 100.0 プラントの建設・保全事業

高田プラント建設株式会社 20百万円 100.0 プラントの建設・保全事業

高 田 サ ー ビ ス 株 式 会 社 65百万円 100.0 物品の販売及びサービス業

スリ・タカダ・インダストリーズ（マレー
シア）・エスディエヌ・ビーエッチディ

320万
リンギット 55.0 プラントの建設・保全事業

タカダ・コーポレーション・
ア ジ ア ・ リ ミ テ ッ ド

1,000万
バーツ 29.4 海外子会社のマネジメント等

キクチ・インダストリー(タイラ
ンド)・カンパニー・リミテッド

12,000万
バーツ 99.99 プラントの建設・保全事業

渡 部 工 業 株 式 会 社 10百万円 100.0 プラントの建設・保全事業

⑹ 重要な親会社及び子会社の状況（令和５年３月31日現在）
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

(注)　非連結子会社でありました渡部工業株式会社は、重要性が増したため、当期より重要な子会社に含
めております。

③ 重要な企業結合等の状況
該当事項はありません。

⑺ 主要な事業内容（令和５年３月31日現在）
鉄鋼、化学、石油、ガス、電力、原子力、海洋開発、都市開発、自動車、通信、新素

材、バイオテクノロジー、エレクトロニクス、ガラス、食品、医薬品、物流などの各種産
業設備及び水処理、廃棄物処理その他公害防止設備などに関する設計、製作、据付、配
管、電気、計装及び保全・修理事業、並びにこれらに関連する事業
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主要な営業所及び工場

区 分 名 称 所 在 地

支 店 東 京 支 店 東 京 都 港 区

支 社

君 津 支 社 千 葉 県 君 津 市

京 葉 支 社 千 葉 県 市 原 市

中 四 国 支 社 岡 山 県 倉 敷 市

八 幡 支 社 北 九 州 市 戸 畑 区

事 業 所

北 海 道 事 業 所 北 海 道 苫 小 牧 市

鹿 島 事 業 所 茨 城 県 神 栖 市

四 日 市 事 業 所 三 重 県 四 日 市 市

長 浜 事 業 所 滋 賀 県 長 浜 市

大 阪 事 業 所 堺 市 堺 区

工 場

君 津 工 場 千 葉 県 君 津 市

四 日 市 工 場 三 重 県 四 日 市 市

長 浜 工 場 滋 賀 県 長 浜 市

水 島 工 場 岡 山 県 倉 敷 市

宇 部 工 場 山 口 県 宇 部 市

本 社 工 場 北 九 州 市 八 幡 西 区

研 修 所 他
ＴＡＫＡＤＡ研修センター 北 九 州 市 若 松 区

テ ク ニ カ ル セ ン タ ー 北 九 州 市 八 幡 西 区

⑻ 主要な営業所及び工場（令和５年３月31日現在）
① 本　　　　社：北九州市八幡西区築地町１番１号

② 主要な営業所

(注)　北海道事業所は、令和５年４月１日付で廃止しております。

－ 28 －



2023/05/26 16:34:56 / 22946974_株式会社高田工業所_招集通知_電子提供措置用

従業員の状況、主要な借入先、会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

区 分 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

男 性 1,269名 10名減 40.5歳 16.7年

女 性 114名 ８名増 40.0歳 11.1年

合 計 1,383名 ２名減 40.5歳 16.2年

⑼ 従業員の状況（令和５年３月31日現在）

（注） 従業員数は就業人員としております。

借 入 先 借 入 金 残 高
百万円

株 式 会 社 福 岡 銀 行 1,905

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 761

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 761

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 495

⑽ 主要な借入先（令和５年３月31日現在）

⑴ 発 行 可 能 株 式 総 数 普通株式 41,383,800株
優先株式 10,000,000株

Ｂ種株式 5,000,000株
Ｄ種株式 4,000,000株
Ｅ種株式 1,000,000株

⑵ 発 行 済 株 式 の 総 数 普通株式 7,220,950株
優先株式

Ｂ種株式 1,500,000株

⑶ 株　　　  主　　　  数 普通株式 3,323名 （前期末比 1,076名増）
優先株式

Ｂ種株式 １名 （前期末比 増減なし）

２. 会社の株式に関する事項（令和５年３月31日現在）

－ 29 －



株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

連
結
計
算
書
類

監
査
報
告
書

2023/05/26 16:34:56 / 22946974_株式会社高田工業所_招集通知_電子提供措置用

従業員の状況、主要な借入先、会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

⑷ 大　　　  株　　　  主

株 主 名
持 株 数 合 計 株 式

持 株 比 率普 通 株 式 優先株式(Ｂ種株式) 合 計 株 式
千株 千株 千株 ％

株 式 会 社 福 岡 銀 行 312 1,500 1,812 23.15

西 日 本 興 産 株 式 会 社 785 ー 785 10.03

光 通 信 株 式 会 社 482 ー 482 6.17

日 本 製 鉄 株 式 会 社 404 ー 404 5.17

高  田  工  業  所  社  員  持  株  会 318 ー 318 4.06

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 281 ー 281 3.60

I N T E R A C T I V E  B R O K E R S  L L C 123 ー 123 1.58

株 式 会 社 ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ　2 106 ー 106 1.36

嶋　　　　　　　　　   陽　　　一 80 ー 80 1.03

株 式 会 社 日本カストディ銀行(信託口) 77 ー 77 0.99

所有者別
分布状況

金融機関・証券会社
21.50％

その他法人
30.58％個人その他

42.53％

外国法人・個人
5.39％

所有株数別
分布状況

5万株未満
44.71%

5万株以上
10万株未満
10.81%

10万株以上
50万株未満
32.07％

50万株以上
12.41％

（注）１．当社は、自己株式を892,438株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は、自己株式を控除して算出しております。
３．優先株式(Ｂ種株式)は議決権を有しておりません。

（ご参考）
株式の分布状況（普通株式）

３. 会社の新株予約権等に関する事項（令和５年３月31日現在）
該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役
社 長 髙　田　　寿一郎 西日本興産㈱代表取締役社長

一般社団法人日本メンテナンス工業会代表理事会長
代 表 取 締 役
兼 専 務 執 行 役 員 長谷川　　啓　司 経営企画部・安全衛生管理部・品質保証部担当、

タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド社長
取 締 役
兼 常 務 執 行 役 員 田　所　　　　弘

コンプライアンス推進室・総務部・人事部・
財務部・情報システム部・デジタル改革推進部担当、
高田サービス㈱代表取締役社長

取 締 役
兼 執 行 役 員 丸　山　　　　裕 プラント事業本部長

取 締 役
兼 執 行 役 員 廣　橋　　幸　一 調達部担当、工事管理部長、プロジェクト事業本

部長
取 締 役
兼 執 行 役 員 岩　本　　健太郎 営業本部長

取 締 役
兼 執 行 役 員 仲　村　　公　孝 原子力事業部・装置事業部担当、技術本部長

取 締 役 福　田　　豊　彦 ㈱キフネ取締役会長

取 締 役 稲　葉　　和　彦 ㈱カドス・コーポレーション社外取締役

取 締 役 鳥　居　　玲　子 近江法律事務所弁護士
室町ケミカル㈱社外取締役

常 勤 監 査 役 牟　田　　郁　二

常 勤 監 査 役 福　田　　　　剛

監 査 役 奥　村　　勝　美 奥村公認会計士事務所所長

監 査 役 林　　　　秀　之 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
㈱FFGビジネスコンサルティング代表取締役社長

４. 会社役員に関する事項
⑴ 取締役及び監査役（令和５年３月31日現在）

　　(注) １．取締役 福田 豊彦氏、稲葉 和彦氏及び鳥居 玲子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 奥村 勝美氏及び林 秀之氏は、社外監査役であります。
３．監査役 奥村 勝美氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び

会計に関する相当程度の知見を有しております。
４．監査役 林 秀之氏は、長年の銀行勤務等の経営経験を通じて、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有しております。
５．取締役 福田 豊彦氏、稲葉 和彦氏及び鳥居 玲子氏並びに監査役 奥村 勝美氏

は、当社の定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反が
生じるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断しております。なお、
当該独立性判断基準は、本招集ご通知17頁に記載のとおりであります。また、
各氏は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに
基づく独立役員の要件を満たしており、当社は各氏を独立役員として指定し、
各取引所に届け出ております。

－ 31 －
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氏　　　名 新 旧 異 動 年 月 日

長 谷 川 　 啓 司

取締役兼常務執行役員
（営業本部長、タカダ・コー

ポレーション・アジア・　
リミテッド社長）

取締役兼常務執行役員
（営業本部長） 令和４年６月13日

代表取締役兼専務執行役員
（経営企画部・安全衛生管理部・

品質保証部担当、タカダ・
コーポレーション・アジ
ア・リミテッド社長）

取締役兼常務執行役員
（営業本部長、タカダ・コー

ポレーション・アジア・　
リミテッド社長）

令和４年６月24日

田 所 　 　 弘

取締役兼常務執行役員
（コンプライアンス推進室・

総務部・人事部・財務部・
情報システム部・デジタル
改革推進部担当、高田サー
ビス㈱代表取締役社長）

取締役兼執行役員
（コンプライアンス推進室・

総務部・人事部・財務部 
担当、高田サービス㈱代表
取締役社長）

令和４年６月24日

仲  村 　 公  孝
取締役兼執行役員
（原子力事業部・装置事業部

担当、技術本部長）

取締役兼執行役員
（装置事業部担当、原子力事

業部長、技術本部長）
令和４年７月１日

鳥  居 　 玲  子
取締役
（近江法律事務所弁護士、

室町ケミカル㈱社外取締役）

取締役
（近江法律事務所弁護士） 令和４年８月26日

奥  村 　 勝  美
監査役
（奥村公認会計士事務所所長）

監査役
（奥村公認会計士事務所所長、

福岡ひびき信用金庫員外監事）
令和４年６月28日

⑵ 当事業年度中の取締役及び監査役の異動等
① 就　　任

令和４年６月24日開催の第75回定時株主総会において、岩本 健太郎氏及び仲村 公孝
氏が新たに取締役に、福田 剛氏及び林 秀之氏が新たに監査役に選任され、それぞれ就任
いたしました。

② 退　　任
令和４年６月24日開催の第75回定時株主総会終結の時をもって、取締役川上 秀二氏

及び吉松 哲夫氏並びに監査役 吉戒 孝氏は、任期満了によりそれぞれ退任し、監査
役 藤原 伸彦氏は、辞任により退任いたしました。

③ 当事業年度中の取締役及び監査役の担当及び重要な兼職の異動状況

－ 32 －



2023/05/26 16:34:56 / 22946974_株式会社高田工業所_招集通知_電子提供措置用

会社役員に関する事項

氏　　　名 新 旧 異 動 年 月 日

廣  橋 　 幸  一
取締役兼執行役員
（調達部・ＥＰＣ本部担当、

高田プラント建設株式会社
代表取締役社長）

取締役兼執行役員
（調達部担当、工事管理部長、

プロジェクト事業本部長） 令和５年４月１日

岩 本 　 健 太 郎 取締役兼執行役員
（営業本部長、東京支店長）

取締役兼執行役員
（営業本部長） 令和５年４月１日

仲  村 　 公  孝

取締役兼執行役員
（技術統括部・設計技術セン

ター・診断ソリューション
部・電気計装部・エレクト
ロニクス部・原子力事業
部・装置事業部担当）

取締役兼執行役員
（原子力事業部・装置事業部

担当、技術本部長） 令和５年４月１日

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

執 行 役 員 安 　 武 　 　 信 　 一 安全衛生管理部長

執 行 役 員 荒 　 井 　 　 岳 　 彦 プラント事業本部 本社工場長

執 行 役 員 大 　 原 　 　 章 　 好 人事部長

執 行 役 員 横 　 山 　 　 禮 　 士 経営企画部長

執 行 役 員 久 　 恒 　 　 康 　 裕 原子力事業部長

⑶ 当事業年度末日の翌日以降における取締役の担当及び重要な兼職の異動状況

（ご参考）
　当社では、執行役員制度を導入しております。令和５年３月31日現在の取締役を　
兼務していない執行役員は次のとおりであります。

－ 33 －
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⑷　取締役及び監査役の報酬等
①　取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針

　当社は、令和４年３月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内
容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決定に際しては、独立社外取締
役を主たる構成員とする指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえるものとしております。
　また、取締役の個人別の報酬等は、当社全体の業績を俯瞰している代表取締役社長で
ある髙田 寿一郎氏が各取締役の担当業務の評価を行い、取締役会が決定した方針に従
い、指名・報酬諮問委員会での審議を尊重して決定されていることから、取締役会とし
ても、当期に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判
断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は、次のとおりであります。
ａ．基本方針
　　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分

に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏
まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締
役の報酬は、役員報酬規程等に基づき、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等
により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬の
みを支払うこととしております。

ｂ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える
時期又は条件の決定に関する方針を含む）

　　当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、地位、職責等に応じるとともに、
他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し、指
名・報酬諮問委員会での審議を踏まえて、定時株主総会後に開催される取締役会にて
決定するものとしております。

ｃ．業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針（報
酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）

　　業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標
を反映した現金報酬とし、一部を基本報酬と合算して毎月支給、一部を賞与として毎
年一定の時期に支給することとしております。目標となる業績指標とその値は短期及
び中期経営計画と整合するように設定し、環境の変化に応じて、指名・報酬諮問委員
会での審議を踏まえて、適宜、取締役会で見直しを行うものとしております。

ｄ．取締役の個人別の報酬等の額に対する業績連動報酬等の額の割合とその額の決定に
関する方針

　　業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連す
る業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、次のとおりとしております。取締役
会は、以下の種類別の報酬割合の範囲内で指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえ
て、取締役の個人別の報酬等の額を決定することとしております。

－ 34 －
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地 位 基 本 報 酬
％

業績連動報酬等
％

合 計
％

代 表 取 締 役 社 長 67.0 33.0 100.0

代表取締役兼専務執行役員 69.0 31.0 100.0

取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員 70.0 30.0 100.0

取 締 役 兼 執 行 役 員 70.0 30.0 100.0

業務執行取締役の業績連動報酬等の比率（業績連動報酬等を満額支給した場合）

ｅ．取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
　　取締役の個人別の報酬等の決定は、取締役会にて決議した当該決定方針に基づき、

代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、代表取締役社長
が、指名・報酬諮問委員会の審議を踏まえて、これを決定することとしております。

②　取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会決議に基づき、代表取締役社長の髙田 寿一郎氏に対し

て、取締役会において決議した決定方針に沿って、指名・報酬諮問委員会での審議を踏
まえて、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限を委任しております。同
氏に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価
を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。

③　監査役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針
当社の監査役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、監査役

の協議によって決定しており、各監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役の報酬
総額の範囲内で、役員報酬規程に従って監査役の協議により決定することとしております。

－ 35 －
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区 分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対象となる役員の

員数基 本 報 酬 業績連動報酬等
千円 千円 千円 名

取 締 役
（うち社外取締役）

273,416
(14,400)

229,484
(14,400)

43,932
(－)

12
(3)

監 査 役
（うち社外監査役）

41,200
(11,450)

41,200
(11,450)

－
(－)

6
(4)

合 計
（うち社外役員）

314,617
(25,850)

270,684
(25,850)

43,932
(－)

18
(7)

④　取締役及び監査役の報酬等の総額

(注)１．上記には、令和４年６月24日開催の第75回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名
及び監査役２名を含んでおります。

２．上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を６名に対して35,520千円支給してお
ります。

３．取締役の報酬限度額（賞与を含む。また、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）
は、平成27年６月19日開催の第68回定時株主総会において、年額400,000千円以内（うち社外
取締役40,000千円以内）と決議しております。当該株主総会終結時における取締役の員数は、
９名（うち社外取締役２名）であります。

４．監査役の報酬限度額（賞与を含む。）は、平成24年６月22日開催の第65回定時株主総会にお
いて、年額60,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時における監査役の員数
は、３名であります。

５．取締役の報酬のうち業績連動報酬等は、会社業績に対する成果の連動として前事業年度の業績
に基づき支給しております。業績連動報酬等に係る業績指標は、経常利益等とし、さらに株主へ
の配当、従業員賞与水準等を勘案して、各取締役の配分を決定しております。当該業績指標を選
定した理由は、業績向上に対する意識を高めるためであります。選定した業績指標の内容とし
て、前事業年度における実績の経常利益は13億７千９百万円であります。

－ 36 －
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⑸　責任限定契約の内容の概要
　当社は、平成27年６月19日開催の第68回定時株主総会で定款を変更し、取締役（業務
執行取締役等を除く）及び監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。
当該定款規定に基づき、当社が役員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりで
あります。
①　取締役(業務執行取締役等を除く)

　当社と社外取締役全員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任
の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。

②　監査役
　当社と監査役全員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。

⑹　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で締結しております。被保険者は、当社の取締役及び監査役の全員であり、保険料は全
額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求を受
けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補するものであり、１
年毎に契約更新しております。

ただし、被保険者に重大な過失がある場合及び法令に違反することを被保険者が認識し
ながら行った行為等の場合は、填補の対象としないこととしております。

－ 37 －
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区分及び氏名 重 要 な 兼 職 先 の 状 況 重要な兼職先と当社との関係
社 外 取 締 役

福 田 　 豊 彦 ㈱キフネ取締役会長 特別の関係はありません。

社 外 取 締 役
稲 葉 　 和 彦

㈱カドス・コーポレーション
社外取締役 特別の関係はありません。

社 外 取 締 役
鳥 居 　 玲 子

近江法律事務所弁護士 特別の関係はありません。

室町ケミカル㈱社外取締役 特別の関係はありません。

社 外 監 査 役
奥 村 　 勝 美 奥村公認会計士事務所所長 特別の関係はありません。

社 外 監 査 役
林  　 　 秀  之

㈱ふくおかフィナンシャルグループ
執行役員

当社は同社との間に、経常的な銀行取
引のほか借入等（優先株式の引受を含
む）の取引関係があります。

㈱FFGビジネスコンサルティング
代表取締役社長 特別の関係はありません。

⑺　社外役員に関する事項
①　重要な兼職先と当社との関係

②　特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
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区 分 及 び
氏 名

取締役会への
出 席 回 数

（出席率）

監査役会への
出 席 回 数

（出席率）

取締役会における発言状況
及び期待される役割に関して
行 っ た 職 務 の 概 要

社 外 取 締 役
福 田 　 豊 彦

18回／18回
（100％）

－
（－）

出席した取締役会においては、企業経
営者としての豊富な経験及び幅広い見
識に基づく専門的見地からの発言を行
うとともに、業務執行者から独立した
客観的な立場から、経営の監督と経営
全般への助言を行うなど、社外取締役
に期待される役割・責務を十分に発揮
しております。

社 外 取 締 役
稲 葉 　 和 彦

18回／18回
（100％）

－
（－）

出席した取締役会においては、上場会
社における取締役等としての豊富な経
験及び幅広い見識に基づく専門的見地
からの発言を行うとともに、業務執行
者から独立した客観的な立場から、経
営の監督と経営全般への助言を行うな
ど、社外取締役に期待される役割・責
務を十分に発揮しております。

社 外 取 締 役
鳥 居 　 玲 子

18回／18回
（100％）

－
（－）

出席した取締役会においては、弁護士
としての豊富な経験及び専門知識に基
づく専門的見地からの発言を行うとと
もに、業務執行者から独立した客観的
な立場から、経営の監督と経営全般へ
の助言を行うなど、社外取締役に期待
される役割・責務を十分に発揮してお
ります。

③　当事業年度における主な活動状況等
・社外取締役
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会社役員に関する事項

区 分 及 び
氏 名

取締役会への
出 席 回 数

（出席率）

監査役会への
出 席 回 数

（出席率）
取 締 役 会 及 び 監 査 役 会
に お け る 発 言 状 況 等

社 外 監 査 役
奥 村 　 勝 美

18回／18回
（100％）

18回／18回
（100％）

出席した取締役会においては、公認会
計士及び税理士としての専門的見地か
らの発言を行い、監査役会において
は、監査結果についての意見交換、監
査に関する重要事項の協議等を行って
おります。

社 外 監 査 役
林 　 秀 之

14回／14回
（100％）

15回／15回
（100％）

令和４年６月24日就任以降、出席した
取締役会においては、長年の銀行勤務
等の経営経験に基づく専門的見地から
の発言を行い、監査役会においては、
監査結果についての意見交換、監査に
関する重要事項の協議等を行っており
ます。

・社外監査役
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① 当社が支払うべき報酬等の額 43,464千円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 43,464千円

５. 会計監査人に関する事項
⑴ 会計監査人の名称

PwCあらた有限責任監査法人

⑵ 会計監査人の報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商
品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことか
ら、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、
会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、
会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

⑶ 非監査業務の概要
該当事項はありません。

⑷ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した

場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた
します。
また、会計監査人が会社法第340条第１項の各号に定める項目に該当する場合は、監査

役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監
査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理
由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、その必要があると判断

した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会
に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定
いたします。
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業務の適正を確保するための体制（コーポレート・ガバナンス体制）の整備に関する事項

６. 業務の適正を確保するための体制（コーポレート・ガバナンス体制）の整備
に関する事項

　令和元年７月30日開催の取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、下
記のとおり決定しております。

記

　当社は、会社法に基づく内部統制システムの構築の基本方針を以下に定め、経営の適法性
及び効率性の確保、並びに経営を阻害する可能性のあるリスクに対する管理に努めるととも
に、今後、激変する環境の変化に対処できる経営体制の整備、充実を図る。

１. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑴　取締役の職務における行動規範として、「社是」「経営理念」「行動指針」「コンセ
プトワード」を盛り込んだ『企業憲章』を制定し、これらの遵守と浸透を図る。

⑵　取締役会は、内部統制の基本方針を策定し、代表取締役及び業務担当取締役による内
部統制の実施状況について、定期的に又は随時報告を受け、内部統制の監督・指示を行う。

⑶　取締役会は、取締役会規程に基づき重要事項や経営課題に対して、迅速かつ的確な意
思決定を行い、その執行状況について報告を受ける。

⑷　取締役は、会社法他の法令並びに定款に従い職務を執行し、その状況を取締役会に報
告する。

⑸　代表取締役及び業務担当取締役は、取締役会の決定に従い業務を執行し、その状況を
取締役会に報告する。

⑹　取締役の職務の執行状況については、取締役が相互に監視し合う他、監査役による監
査を受ける。

⑺　取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、複数名の社外
取締役を置く。

⑻　取締役会は、経営の客観性・透明性を高め、その機能向上を図るため、取締役会全体
の実効性について分析・評価し、その結果の概要を開示する。

⑼　法令遵守と健全な企業活動を推進するために、「コンプライアンス委員会」を設置
し、コンプライアンス体制の整備・強化を図る。
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業務の適正を確保するための体制（コーポレート・ガバナンス体制）の整備に関する事項

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
⑴　取締役の職務の執行に関わる文書(電磁的な記録を含む)及びその他の重要な情報につ
いては、「文書管理規程」「情報セキュリティ管理規程」「企業機密管理規程」に基づ
き作成、保存、管理する。

⑵　取締役及び監査役が、常時これらの文書を閲覧することが可能な状態で管理する。
⑶　法令又は取引所適時開示規則に従い、必要な情報開示を行う。

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
⑴　代表取締役社長は、リスクを統括管理する取締役を任命し、各業務担当取締役ととも
に、各リスクを体系的に管理する。

⑵　管理にあたっては、「リスク管理規程」に基づき、既存の販売・安全・品質・財務・
情報等のリスクに対する規程を充実するとともに、新たなリスクに対して不足している
規程があれば、必要に応じて追加整備する。

⑶　リスクを統括管理する主管部門を定め、各部門における体制の整備・支援を行う。
⑷　各部門は、規程に基づきマニュアル等を整備、充実させ、部門毎のリスク管理体制を
確立する。

⑸　代表取締役及び業務担当取締役は、経営に重大な影響を与えるリスクが発生する場合
に備え、もしくは、発生抑止が効かず顕在化したリスク(危機)に対し、損失を最小限に
留めるための方針を決定し、体制を整備した上で、取締役会・経営会議等へ適宜報告する。

⑹　各部門はリスクの管理及び対応状況について、その結果を取締役会に報告する。

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⑴　取締役会は、経営理念と経営ビジョンを盛り込んだ中期経営計画と単年度事業計画を
策定する。

⑵　取締役会で決定した業務の執行は、代表取締役及び業務担当取締役が行う。
⑶　各業務担当取締役は、業務の執行を効率的に遂行するにあたり、実施すべき施策と権
限を与えた体制を構築する。

⑷　業務執行のスピードアップと執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を充実する。
⑸　取締役会は、代表取締役及び業務担当取締役の業務執行を効率的に行うために、執行
役員及び部門長に権限を委譲するとともに適宜報告を受けることで、業務の執行の効率
性を確保する。

⑹　重要な経営の執行に係る事項の審議等を行うため、経営会議を開催する。また、経営
方針の伝達と意思統一を図るため、全社幹部会議を開催する。
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業務の適正を確保するための体制（コーポレート・ガバナンス体制）の整備に関する事項

５. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑴　従業員等の事業活動に係る行動基準として、『企業憲章』に基づいた「コンプライア
ンス規程」を制定するとともに、「ＴＡＫＡＤＡグループ行動規範」を配布して、法
令・規程・規則・社会規範を遵守することを求め、違反行為が発生した場合は、社内規
定に基づき厳正に対処する。

⑵　従業員等の業務の執行が、法令・定款に適合することを確保するために、「コンプラ
イアンス推進室」を設置し、コンプライアンス委員会やコンプライアンス推進会議を定
期的に開催するとともに、各所属において教育啓蒙活動を行うなど全社をあげてコンプ
ライアンス意識の向上を図る。

⑶　当社グループ並びに取引先の役職員等からの通報を受けるコンプライアンス相談窓口
を社内・社外に設置する。通報者が通報を行ったことを理由として、不利な取扱いを受
けないものとする。

⑷　社内監査部門は、内部監査規程に基づき業務執行部門（生産・技術・営業・管理各部
門、子会社）の業務を監査し、その結果を取締役会に報告する。

６. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
⑴　当社グループに共通する『企業憲章』に基づき、コンプライアンス意識の醸成を図る。
⑵　取締役会は、子会社等を管理する規程、担当する取締役を定め、また子会社へ取締役
及び監査役の派遣を行うことで、リスク管理とコンプライアンス等の周知徹底を行う体
制を整備する。

⑶　取締役会は、子会社の中期計画及び単年度事業計画と、その達成状況とリスク管理状
況について定期的に報告を受ける。

⑷　当社の社内監査部門は子会社の内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告する。
⑸　取締役会は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備して
適切に運用するとともに、運用状況を毎年評価して必要な是正を行う。

７. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性及び
当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

⑴　監査役の職務を補助すべき専任のスタッフは現在置いていないが、担当のスタッフを
置いており、今後必要に応じて、スタッフを専任させる。

⑵　監査役の職務を補助すべきスタッフの人事異動等にあたっては、監査役に事前に報告
し、同意を得る。
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８. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
⑴　当社グループにおける取締役の職務及び従業員等の業務の遂行に関し、重大な法令、
定款違反及び不正行為の事実、当社グループに著しい損害を及ぼす事実を知った時、又
はその報告を受けた時は、当社監査役に報告する。

⑵　当社グループの取締役及び従業員等が当社監査役へ報告を行ったことを理由として、
不利な取扱いを受けないものとする。

⑶　監査役は、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告
される取締役会及び経営会議等に出席し、意見を述べることができる。

⑷　監査役に重要な意思決定に係る稟議書等を回付し、その他の必要かつ適切な文書につ
いては、常時監査役が閲覧可能とする。

⑸　コンプライアンス委員会に報告されたコンプライアンス活動の状況は、監査役に報告
する。

９. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
⑴　代表取締役社長は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題について意
見を交換する。

⑵　監査役監査が効率的かつ効果的に行われるために、監査役は監査を職務とする社内監
査部門及び会計監査人と緊密に連携する。

⑶　監査役が独自の意見形成のために、必要に応じて外部専門家等を活用する体制を確保
する。

⑷　監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役の請求に応じて支出する。
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業務執行機関

選
任

連
携

連
携

助
言
・
指
導付

議
・
報
告

指名・報酬諮問委員会

答
申

諮
問
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業務の適正を確保するための体制（コーポレート・ガバナンス体制）の運用状況の概要

７. 業務の適正を確保するための体制(コーポレート・ガバナンス体制)の運用状況の概要
　当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況は次のとおりであります。
⑴ 取締役の職務執行体制
　取締役会は、「取締役会規程」に基づき、毎月開催される取締役会において、法令及
び定款並びに規定に定められた重要事項について審議を行うとともに、決議された事項
の経過及び結果や取締役の業務執行状況について報告を受けることで、取締役の執行状
況の監督を行いました。

⑵ 監査役の職務執行体制
　監査役による監査は、毎年策定される「監査計画」に基づき、取締役会や経営会議等
の重要な会議への出席と意見の表明、稟議書などの重要な決裁書類の閲覧、代表取締役
社長及び各取締役との情報・意見交換、各部門・子会社への往査、三様監査協議会の定
期的な開催による会計監査人・社内監査部門との連携等により行いました。

⑶ コンプライアンス体制
　「コンプライアンス規程」に基づき、役員・部門長・子会社社長で構成されるコンプ
ライアンス委員会及びコンプライアンス推進会議を定期的に開催し、年度活動計画や各
部門・子会社の活動状況の報告、社外講師による講話などを行いました。また、コンプ
ライアンスに関するｅラーニング受講、コンプライアンスチェックシートによるアンケ
ート実施など、グループ全体でのコンプライアンス意識の醸成に努めるとともに、コン
プライアンス相談窓口の利用方法・相談者の保護について周知を図りました。

⑷ 内部監査体制
　社内監査部門である内部監査部の「内部監査計画」に基づき、当社及びグループ各社
の内部監査を実施し、監査結果を担当取締役と取締役会へ報告し、所要の改善を図り
ました。

－ 47 －



株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

連
結
計
算
書
類

監
査
報
告
書

2023/05/26 16:34:56 / 22946974_株式会社高田工業所_招集通知_電子提供措置用

会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

８. 会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針につ
いては、特に定めておりません。

（注）１．本事業報告に記載されている金額及び株式数は表示単位未満の端数を切り捨て、比率の表示桁
未満は四捨五入して表示しております。

２．本事業報告中のグラフ及び図につきましては、株主の皆様に当社をよりご理解いただくための
ご参考として、掲載しているものであります。

９. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社の利益配分に関する基本方針は、収益に応じて、株主の皆様へ安定的な利益配当を継
続することを最重要施策としつつ、将来に向けての企業体質の強化や研究開発及び設備投資
等に資するための内部留保を充実させることを基本としております。
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貸借対照表

貸 借 対 照 表

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 産 の 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
完 成 工 事 未 収 入 金
契 約 資 産
未 成 工 事 支 出 金
材 料 貯 蔵 品
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
未 収 消 費 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
長 期 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

24,465,248
847,408
30,766

1,739,062
12,361,557
8,446,847
312,097
110,118
72,042

226,000
266,223
75,347

△22,222

10,936,413
7,118,787
2,392,797
108,866
247,956

2,760
185,705

4,055,545
79,322
45,832

308,283
13,170

244,123
31,870
19,119

3,509,343
287,949

1,871,331
6,000
8,500

38,000
8,410

70,868
1,125,343
136,687
△43,747　

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 18,805,915

支 払 手 形 6,063,674
工 事 未 払 金 5,678,072
短 期 借 入 金 4,800,000
リ ー ス 債 務 40,703
未 払 金 217,852
未 払 費 用 207,968
未 払 法 人 税 等 629,543
契 約 負 債 699,194
預 り 金 57,835
前 受 収 益 2,100
固定資産購入支払手形 110,851
完成工事補償引当金 36,550
工 事 損 失 引 当 金 261,568

固 定 負 債 3,491,301
リ ー ス 債 務 63,657
再評価に係る繰延税金負債 490,267
退 職 給 付 引 当 金 2,822,194
預 り 保 証 金 12,600
そ の 他 102,582

負 債 合 計 22,297,216
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 13,821,664
資 本 金 3,642,350
利 益 剰 余 金 10,204,433
利 益 準 備 金 183,082
その他利益剰余金 10,021,351
固定資産圧縮積立金 103,588
別 途 積 立 金 7,700,000
繰越利益剰余金 2,217,762

自 己 株 式 △25,118
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △717,218

その他有価証券評価差額金 51,894
土 地 再 評 価 差 額 金 △769,113

純 資 産 合 計 13,104,445
資 産 合 計 35,401,662 負 債 ・ 純 資 産 合 計 35,401,662

（令和５年３月31日現在）
（単位：千円）
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損益計算書

損 益 計 算 書

( 令和４年４月 1 日から
令和５年３月31日まで )

科 目 金 額

完 成 工 事 高 50,826,962

完 成 工 事 原 価 45,770,683

完 成 工 事 総 利 益 5,056,279

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,915,749

営 業 利 益 2,140,529

営 業 外 収 益

受 取 利 息 5,720

受 取 配 当 金 74,198

そ の 他 61,398 141,317

営 業 外 費 用

支 払 利 息 31,714

売 上 債 権 売 却 損 9,569

そ の 他 43,296 84,580

経 常 利 益 2,197,265

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 10,213

関 係 会 社 株 式 評 価 損 115,616 125,830

税 引 前 当 期 純 利 益 2,071,435

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 778,793

法 人 税 等 調 整 額 △  105,649 673,144

当 期 純 利 益 1,398,291

（単位：千円）
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連 結 貸 借 対 照 表

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 産 の 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
完 成 工 事 未 収 入 金
契 約 資 産
有 価 証 券
未 成 工 事 支 出 金
そ の 他 棚 卸 資 産
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 預 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

29,309,373
4,439,246

97,426
1,739,062

13,043,504
8,999,443

50,000
314,814
148,544

1,748
497,804

△22,222

10,385,873
8,272,643
3,093,780

298,316
4,281,305

301,531
45,832

251,876

310,251
13,170

245,034
31,870
20,175

1,802,978
385,421
47,543

1,048,479
365,280

△   43,747　

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 20,084,671

支払手形・工事未払金等 12,219,478
短 期 借 入 金 4,800,000
1年内償還予定の社債 50,000
１年内返済予定の長期借入金 67,908
未 払 法 人 税 等 736,198
契 約 負 債 747,216
完 成 工 事 補 償 引 当 金 36,550
工 事 損 失 引 当 金 266,911
そ の 他 1,160,408

固 定 負 債 3,537,502
長 期 借 入 金 74,127
再評価に係る繰延税金負債 490,267
退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,538,706
預 り 保 証 金 12,684
そ の 他 421,716

負 債 合 計 23,622,173
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 16,009,617
資 本 金 3,642,350
資 本 剰 余 金 1,243
利 益 剰 余 金 12,391,142
自 己 株 式 △   25,118

その他の包括利益累計額 △ 227,863
その他有価証券評価差額金 53,265
土 地 再 評 価 差 額 金 △ 769,113
為 替 換 算 調 整 勘 定 235,584
退職給付に係る調整累計額 252,399

非 支 配 株 主 持 分 291,319
純 資 産 合 計 16,073,073

資 産 合 計 39,695,247 負 債 ・ 純 資 産 合 計 39,695,247

（令和５年３月31日現在）
（単位：千円）
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連結損益計算書

連 結 損 益 計 算 書

( 令和４年４月 1 日から
令和５年３月31日まで )

科 目 金 額
完 成 工 事 高 57,881,828
完 成 工 事 原 価 51,681,184
完 成 工 事 総 利 益 6,200,644
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,520,415
営 業 利 益 2,680,228

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 45,890
助 成 金 収 入 6,699
為 替 差 益 14,747
そ の 他 78,673 146,010

営 業 外 費 用
支 払 利 息 33,304
売 上 債 権 売 却 損 9,569
そ の 他 62,845 105,719
経 常 利 益 2,720,520

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1,983 1,983

特 別 損 失
減 損 損 失 17,343
固 定 資 産 除 却 損 10,266
会 員 権 評 価 損 997
工 事 関 連 損 害 補 償 金 217,584 246,191
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,476,312
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 897,529
法 人 税 等 調 整 額 △    105,429 792,100
当 期 純 利 益 1,684,211
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 37,935
親会社株主に帰属する当期純利益 1,646,275

（単位：千円）

－ 52 －



2023/05/26 16:34:56 / 22946974_株式会社高田工業所_招集通知_電子提供措置用

個別会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 邊 晴 康
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 本 憲 吾

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和５年５月19日

株式会社 高田工業所
取 締 役 会　御中

PwCあらた有限責任監査法人
　福岡事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社高田工業所の令和４年４月
１日から令和５年３月31日までの第76期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ
るかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。

会計監査人の監査報告書　謄本
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個別会計監査報告

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 邊 晴 康
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 本 憲 吾

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和５年５月19日

株式会社 高田工業所
取 締 役 会　御中

PwCあらた有限責任監査法人
　福岡事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社高田工業所の令和４年４月１日か
ら令和５年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、株式会社高田工業所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

－ 55 －
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して
責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。
以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、令和４年４月１日から令和５年３月31日までの第76期事業年度の取締
役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報
告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査の方針、監
査計画等にしたがい、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情
報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しまし
た。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適
正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され
ている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）
を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等にし
たがって整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告書　謄本

－ 57 －
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２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款にしたがい、会社の状況を正し
く示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大
な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま
た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務執行
についても、指摘すべき事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
　会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

令和５年５月22日
株 式 会 社 　 高 田 工 業 所 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 牟 田 郁 二 ㊞
常 勤 監 査 役 福 田 　 剛 ㊞
監 査 役
(社外監査役) 奥 村 勝 美 ㊞
監 査 役
(社外監査役) 林 　 秀 之 ㊞

（注）　監査役 奥村 勝美及び林 秀之は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定
める社外監査役であります。

以　上
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地図

交　通 ●JRご利用の場合
・JR黒崎駅よりタクシーで５分

●西鉄バスご利用の場合
・JR黒崎駅前より小倉方面行行先番号①㉒に乗車
紅梅バス停下車徒歩10分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

3

黒崎播磨㈱

黒崎泊池

黒崎バイ
パス

JR鹿児島本線 陣山
バス停

バス停
紅梅

城山球場

至小倉

至博多

筑豊電鉄

至直方

JR黒崎駅
黒崎駅前駅

城山緑地
本社

㈱安川電機

会 場 北九州市八幡西区築地町１番１号
株式会社高田工業所　本社会議室　TEL　093－632－2631


